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➢ 令和4年度税制改正により、ワンスオンリーの原則※を徹底する観点から国税通則法が改正され、先の納税申
告書の提出により税務当局が既に情報として保有している「申告前の課税標準等」又は「更正前の課税標準等」に
ついては、修正申告書又は更正の請求書への記載を要しないこととされた。
※ 「ワンスオンリーの原則」は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律に行政のあらゆるサービスを最初から最後まで
デジタルで完結させるために不可欠なデジタル３原則（基本原則）の一つとして明確化されており、具体的には、一度提出した情報
は、二度提出することを不要とするもの。

➢ 最終的な納付税額又は還付税額を算出する過程において必要な情報である「納付すべき税額」又は「還付金の
額に相当する税額」については、引き続き、修正申告書又は更正請求書に記載することとされた。

➢ これに伴い、相続税の申告書及び更正の請求書の様式改訂を予定している。

（注）上記の改正は、令和4年12月31日以後に課税期間が終了する国税（課税期間のない国税については、同日
後にその納税義務が成立する当該国税）に係る修正申告書又は更正の請求書について適用されることとして
おり、相続税は令和5年1月1日以後の相続開始分から適用される（令和４年分以前は、従前どおりの取扱いとなる。）。

。

税制改正概要（修正申告書等の記載事項の整備）

【様式改訂の主な内容】

• 国税通則法の改正に伴い、修正申告前及び更正の請求前の課税標準等については、記載不要とする。

• 修正申告に必要となる項目・様式は、当初申告書様式に追加し、令和５年分以降、修正申告書様式を廃止する。

• 修正申告前及び更正の請求前の税額については、引き続き、記載を求めることとなるため、申告書第１表及び
更正の請求書次葉に当該項目を新設する。

• 申告書第１表及び更正の請求書次葉については、税額控除の内訳項目（未成年・障害者・相次相続・外国税額）を
申告書第8の8表及び更正の請求書次葉付表７に移動する。

※ 今後、７月上旬に改訂様式を国税庁ホームページに掲載。e-Taxの受付開始は、令和５年９月19日（火）になり
ます。
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令和５年分相続税の申告書等の様式改訂



２

修正申告書であることを示す表示欄を追加
（第１表（続）も同様）
※ 現行の修正申告書様式は廃止

税額控除内訳の一部を第8の8表へ移動
・未成年者控除額 ・障害者控除額
・相次相続控除額 ・外国税額控除額

申告書が修正申告書である場合の税額記載欄を追加
・この修正前の小計
・この修正前の納税猶予税額
・この修正前の申告納税額
・小計の増加額
・この申告により納付すべき税額又は還付される税額

○ 相続税の申告書第1表改訂イメージ

レイアウト修正
項目の追加

税額控除欄削除に
伴う項番ズレ

※４月末時点の改訂イメージであることに留意願います。

項目の追加

（⑲－⑳）

（⑯－⑰－⑱）

（⑨＋⑪－⑮）又は（⑩＋⑪－⑮）



３

税額控除のうち次の項目
を第１表から移動
・未成年者控除額
・障害者控除額
・相次相続控除額
・外国税額控除額

○ 相続税の申告書第８の８表改訂イメージ

「１ 税額控除額」が追加され
るため、「２ 納税猶予税額」
の表題を追加

「２ 納税猶予税額」欄を４名分から２名分に変更

※４月末時点の改訂イメージであることに留意願います。

名称変更：「税額控除額及び納税猶予税額の内訳書」



４

○ 相続税の申告書（令和５年１月分以降用）の主な改訂内容

様式 主な改訂内容

１ 第１表 修正申告書として利用できるようレイアウト変更、一部税額控除欄の削除・追加

２ 第１表（続） 修正申告書として利用できるようレイアウト変更、一部税額控除欄の削除・追加

３ 第８の８表 第１表の税額控除欄の一部をこの様式に移動

４ 第５表の付表 修正申告書様式を相続税申告様式に変更（内容の改訂なし）

5

修正申告書

①第１表
②第１表（続）
③第3表・第8表2
④第3表（続）・第8表2（続）
⑤第５表の付表
⑥第8の2表
⑦第8の2の2表
⑧第8の3表
⑨第8の4表
⑩第8の5表
⑪第8の6表
⑫第8の7表
⑬第8の8表
⑭第１１・１１の２表の付表１
⑮第１５表

令和５年分から廃止

※１ ４月末時点で整理した改訂内容であることに留意願います。
※2 令和４年度税制改正による国税通則法の改正に伴う主な改訂箇所を掲げております。

したがって、このほかに第１表のレイアウトの変更や令和５年度税制改正に伴う他表の文言変更などの改訂が予定されています。
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申告（更正・決定）額欄の削除に伴い、請求前の税額、
税額の減少額等を記載するよう、項目を追加

「申告（更正・決定）欄」の削除

税額控除のうち次の項目を付表７へ移動
・未成年者控除額
・障害者控除額
・相次相続控除額
・外国税額控除額

○ 相続税の更正の請求書次葉の改訂イメージ

名称変更「申告又は通知に係る税額及び更正の請求
による課税標準等又は税額等(相続税)」

※４月末時点の改訂イメージであることに留意願います。

項目の追加（以後、項番ズレ）

⑭ ⑫・⑬以外の税額控除額（付表７ １⑤）（⑨＋⑪－⑮）又は（⑩＋⑪－⑮）

（⑲－⑳）

（⑯－⑰－⑱）



６

税額控除のうち次の項目を次葉から移動
・未成年者控除額
・障害者控除額
・相次相続控除額
・外国税額控除額

「申告（更正・決定）欄」の削除

○ 相続税の更正の請求書次葉（相続税-付表７）の改訂イメージ

「１ 税額控除額の計算」が追加されるため、
「２ 納税猶予税額の計算」に変更。

（参考）申告（更正・決定）額の項目削除は、以下の様式が対象
・次葉 ・次葉（相続税-付表１） ・次葉（相続税-付表２） ・次葉（相続税-付表２の２） ・次葉（相続税-付表３）
・次葉（相続税-付表４） ・次葉（相続税-付表５） ・次葉（相続税-付表６） ・次葉（相続税-付表７）

※４月末時点の改訂イメージであることに留意願います。

名称変更「更正の請求による課税標準等又は税額等
(相続税-付表7)」


